
公用車両運行管理業務に関する仕様書 

 

１ 対象車両    ①マイクロバス 

           車名：日野 型式：ＳＤＧ－ＸＺＢ４０Ｍ 年式：平成２５年  

           乗車定員：２６人 総排気量：４，０００㏄  

走行距離：５０，９０１km（令和７年１２月末現在） 

駐車場所：本庁(龍野町富永１００５－１) 

※１台当たり月間走行距離４００～５００km 程度 

          ②中型バス 

車名：日野 型式：ＰＢ－ＲＲ７ＪＪＡＡ 年式：平成１７年 

           乗車定員：４２人 総排気量：６，４００㏄ 

           走行距離：１３４，８１２km（令和７年１２月末現在） 

駐車場所：揖保川総合支所(揖保川町正條２７９－１)  

           ※１台当たり月間走行距離５００～６００km 程度 

 

２ 委託業務内容  対象車両の運行、給油、一般的な点検・清掃、事故処理に関する業務とす

る。 

 

３ 任意保険    管理車両の運行・管理中における人身、対物、車両等の事故について、そ

の損害に対する賠償責任は受託者が負うものとする。受託者により車両（免

責なし）、対人、対物、搭乗者の保険に加入してください。 

 

４ 資格・免許   受託者は、この業務に適した資格・免許を保有する運転員（大型自動車第

二種運転免許を保有し大型バスの運転経験を有することが望ましい）を配置

すること。 

 

５ 基本管理料   道路運送車両法等法令に基づく点検・整備及び清掃業務等の１か月の管理

料（運行委託がない場合も含む。）とする。なお、車検等整備点検・修繕等に

係る経費については、本市負担とする。 

 

６ 人件費     運行管理時間は、出庫前（運行前点検）及び帰庫後（運行後給油・点検・

清掃）の時間として１時間ずつ合計２時間と、走行時間（出庫から帰庫まで

の拘束時間をいい、待機時間を含む。）を合算した時間とする。 

          業務時間は、運行管理時間が４時間以内の場合、４時間超９時間以内の場

合で区分する。９時間を超える場合は、時間外として１時間単価を記入のこ

と。 

 （時間外は３０分未満は切り捨て、３０分以上は切り上げし、１時間単位と

する。また、２２時以降の時間外については、発生時に協議することとしま

す。） 

 

７ 積算内訳数量  年間委託料（２台分合計）の積算内訳数量は、次のとおりとする。 

          基本管理料                    １２か月分 



          人 件 費  ４時間超９時間以内          １７０回 

４時間以内               ３０回 

                 時間外                ３０時間 

                    ※実働数は差異が生じる場合があります。なお、積算内訳数は参考数量で

あり、実働数量を保証するものではありません。 

 

８ 契約期間    令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までの３年間とします。 

※ 地方自治法施行令第 167 条の 17 及び長期継続契約を締結することがで

きる契約（平成 17 年 10 月 1 日告示第 84 号）第 9 号の規定に基づき、

長期継続契約とします。 


